
平成12年11月策定

対　応 実施時期 実施状況 平成１７年４月１日実施状況

※平成１３年４月１日より実施（５８歳で一度昇給する）・実施計画
と違うので専門委員会に諮る

①５６歳に達した日以後の最初の３月３１日後（５６歳に達した次の年度か
ら）の昇給期間は１８月とする。

５５歳昇給停止（経過措置３
年、１８年度まで）

②５９歳に達した日後の最初の４月１日以後（５９歳に達した次の年度）の
期間にある者は昇給しない。

〃

平成１３年度から順次引き下げ、平成１５年度から６０歳定年となる 実施済

昭和１３年４月２日～昭和１４年４月１日生まれの人は１３年度に６３歳で退職 〃

昭和１４年４月２日～昭和１５年４月１日生まれの人は１３年度に６２歳で退職 〃

昭和１５年４月２日～昭和１６年４月１日生まれの人は１４年度に６２歳で退職 〃

昭和１６年４月２日～昭和１７年４月１日生まれの人は１４年度に６１歳で退職 〃

昭和１７年４月２日～昭和１８年４月１日生まれの人は１５年度に６１歳で退職 〃

昭和１８年４月２日～昭和１９年４月１日生まれの人は１５年度に６０歳で退職 〃

（３）職務職階給の再見直
し

検討課題 年度内結論 平成１２年度末実施

平成１７年７月１日より８級制を
実施

（４）旅費・日当の再見直
し（Ｈ１５　　追加）

片道１００ｋｍを超える地域へ
出張する場合の日当「６，５００
円」を「４，０００円」に改正。

年度内結論

（２）現業職員の定年年齢
の引き下げ

６０歳統一

土佐清水市行政改革実施計画書（計画達成調べ・平成１７年４月１現在）

具体的実施事項

１，給与体系の見直し

（１）５６歳昇給延伸、５８
歳昇給停止

早期制度化
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対　応 実施時期 実施状況 平成１７年４月１日実施状況

①市民に対する事業周知と情
報提供の開始

供用開始 平成１２年度

②市民に対するパソコン操作
の普及を図る（公民館活動
等）

公民館事業等平成１３年度

③掲示可能な行政情報の検討
個人保護条
例との調整

平成１３年度

④情報発信に伴う市民の意見・提言の活用

◎主要施策推進にあたり市民
の意見を反映できるシステム
の構築

平成１３年度

平成１５年１０月１７日　まちづく
り検討委員会設置

◎事業評価の公表 平成１４年度 ※平成１４年度検討１５年度実施に変更・専門部会に諮る
１５年度・１６年度試行、１７年
度実施

①支所機能見直しとあわせた
自動交付機設置の検討

平成１５年度 ※専門部会に諮り検討

②郵便局・宅配便等との連携
による出前サービスの検討

平成１５年度 ※専門部会に諮り検討

個人情報保護条例の制定（施
行；平成１６年１０月１日）

支所業務の郵便局への委託を
検討し、併せて移動市役所（行
政巡回サービス）の導入を研究
する。住民票等の自動交付機
の設置は費用対効果を検討の
結果設置しないこととする。

具体的実施事項

２，情報化の推進による市民サービスの改善

（１）行政情報の共有と市民参加システムの構築

平成１２年３月２７日市役所ホームページ開設・平成１３年６月１日から
「あったかウェブ土佐清水」開設、市広報などの情報提供、市民からのメー
ルによる意見をいただけるシステムが出来た。

（２）自動交付機等の設置・出前サービスの検討
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対　応 実施時期 実施状況 平成１７年４月１日実施状況

①市補助金等の審議会によ
る具体的数値の徹底

継続実施

②部門別の枠設定による総
合補助金制度の導入

平成１４年度

①財政運営管理計画を基本
とした各種計画の見直し

随時実施 総務課で随時実施している

②事業評価制度の導入 平成１４年度 ※平成１４年度検討１５年度実施に変更・専門部会に諮る

１５年度・１６年度試行、１７年
度実施

③庁内経費（需用費・役務費
等）の目標設定による経費削
減

平成１３年度

④入札の励行（原則として全
ての物品、委託契約等）

平成１３年度
物品購入、委託契約等原則として入札としている。（少額物品購入、プロ
ポーザル方式は除く）

⑤検討専門委員会として庁内
に経費削減委員会を設置し、
継続的な検討を行う

平成１３年度 平成１２年度に経費節減作業部会を立ち上げた経過有り １７年度に設置検討

４，経費削減・財政健全化計画の推進

（１）歳入に見合う歳出の設定を基本として住民ニーズの的確な把握による事業の厳選と費用対効果をさらに推進する。

具体的実施事項

３，補助金等の整理合理化の推進

（１）点検基準の徹底によるスクラップアンドビルド、サンセット方式の導入及び費用対効果の推進

※この項目については、総務課で対応しているので進行状況を
見て必要があれば専門部会に諮る

総務課で随時対応している
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対　応 実施時期 実施状況

平成１７年４月１日実施状況

◎交流人口を生かした地域経
済の活性化という共通認識の
もとで実施

継続 ※企画と観光は、それぞれ役割が違うので統合しない １４年度検討の結果統合しない

◎介護保険・国保業務を市民
課に統合、健康福祉部門との
隣接配置の検討

平成１３年度 平成１３年４月１日に統合済み、また隣接配置も同時に実施済み 実施済み

◎市民ニーズに対応した業務
範囲の検討、窓口業務時間
の延長及び昼休み窓口業務
の拡大

平成１４年度

平成１３年４月１日付けで、健康福祉課の場所換えで、市民課の窓口・国
保・年金・介護保険・税務課銀行窓口が近くなり市民は、便利になったと思
う、同５月からは昼休の窓口業務も拡大。今後さらなるサービスの向上の
検討が必要。

さらなる住民サービスの向上に
ついて検討する。

※専門部会に諮り検討

（住基や戸籍のＯＡ化が関係すると思うが、支所を廃止しないものとしたら、
地域の住民ニーズに応えれる機能となるような検討が必要）

◎（地区）公民館・（地区）福祉
センターについては支所機能
への包括を検討

平成１６年度 ※専門部会に諮り検討
じんけん課・生涯学習課の１７
年度統合に併せ検討する。

◎補導・相談業務の充実、専
門相談員の配置検討

平成１５年度 ※教育委員会内部で、場所も含め検討する

１７年４月１日、教育センター設
置し、補導相談業務の充実を
図った。（１６年度中に１名増）

（６）補導センターの見直し

支所業務の郵便局への委託を
検討し、併せて移動市役所（行
政巡回サービス）の導入を研究
する。

（５）図書館・文化会館・公民館・福祉センターの機能・職員体制の見直しについて

◎図書館・文化会館について
は民間委託の推進とあわせ
て検討

平成１６年度 文化会館＝民間委託、図書館＝一部民間委託（１５年度４月１日）実施済み

（４）支所機能・職員体制の見直し、支所の廃止について

◎地域コミュニティ施設の整
備とあわせた、支所機能の全
面的見直し

平成１５年度

具体的実施事項

５，組織機構の見直し

（１）企画広報室と観光商工課の統合について

（２）介護保険部門の健康福祉課からの分割について

（３）ワンストップサービス（総合窓口）の設置について
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対　応 実施時期 実施状況 平成１７年４月１日実施状況

※記載項目以外にも民間委託出来るものがないか、専門部会に諮る

①移動図書館運転業務の委託 平成１３年度

②図書検索システムの稼働と
あわせた委託可能な業務検
討

平成１４年度

（２）文化会館業務の委託について

◎部分的民間委託の実施 平成１４年度

①交通災害共済事業の廃止 平成１３年度

②学童災害共済事業の廃止 平成１３年度

①定員総数の削減（12年度４１６名）
３８２名（３４名を
削減）

１３～１７年度 平成１６年４月１日現在職員数　３７１人（対前年１８名の減）

②定員管理計画

  ◎措置児童数の減員、統廃
合等による削減

９名 １３～１７年度 平成１４年４月１日現在５名の減（あゆみ保育園４名の減・その他１名の減）

  ◎組織機構の見直し、事務
の効率化等による削減数

１１名 １３～１７年度
１６名の減（教育委員会６名減・水道２名減・社協１名減・公社１名減・年金
１名減・参事２名減・支所３名減）

  ◎民間委託の推進による削
減数

７名 １３～１６年度
平成１４年４月１日から３名の減（市役所マイクロ１名・太陽の家マイクロ１
名・移動図書館１名）平成１５年４月１日から３名減（図書館１名減、文化会
館２名減）

平成１７年４月１日現在職員
数　３５５人（対前年１６名の
減）

  ◎国民体育大会の終了によ
る削減数

４名 １５年度 ４名減

  ◎ゴミ処理の広域化等によ
る削減数

３名 １５年度 ３名減

平成１５月４月１日より民間（ＮＰＯ）委託（４名体制）

実施済み

実施済み

７，職員定員削減計画の策定

実施済み

具体的実施事項

６，民間委託の推進

（１）図書館業務の委託について

（３）交通災害共済・学童災害共済事業の委託について

平成１３年度廃止済み

平成１５月４月１日より一部民間（ＮＰＯ）委託（２名市職員・３名Ｎ
ＰＯ）

１７年４月１日より市民体育
館業務、在宅介護支援セン
ター業務の民間委託を実
施。
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